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はじめに
日本年金機構においては、年金制度に対する理解をより深め、制度加入や

保険料納付に結び付けるため、平成24年度から、それぞれの地域に根ざし

た「地域における年金運営の展開に関する事業」（呼称：地域年金展開事

業）を実施してまいりました。

令和７年度においても、地域、企業、教育等の様々な場において推進する

こととしており、従来からの普及・啓発活動を含め、年金委員や関係機関・団

体との連携を強化し、効率的かつ効果的な取り組みを行うこととしております。

 本日の委員の皆さまからのご意見・ご提案をうかがいながら、国民の皆さま

への制度周知を効果的に行えるよう、地域年金展開事業を進めてまいります

ので、ご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

（２）



１ 令和７年度の取り組み方針

（１） 地域連携事業・地域相談事業

公的年金制度の普及・啓発活動を行う地域年金展開事業を推進するためには、関係機関・団体等と協力・連携
することが不可欠であり、引き続き市区町村・関係機関・関係団体等との連携・協力により、正しい年金制度の知識
や手続き、制度改正やお客様の利便性の向上につながる最新情報等を効果的に地域に周知していくため、「年金
制度説明会」をはじめとする情報提供活動をより多くの方に効率的に行う。
令和7年度については、オンラインサービスの拡大および外国人への適用・収納対策についても、地域年金展開事
業において推進する。

（２） 年金セミナー事業
 

将来の年金制度の担い手である若い世代が、年金の正しい知識や手続に触れ、公的年金制度が身近で重要な
ものであると理解いただき、適正な加入や保険料納付等に結び付けるため、教育機関および関係機関等と連携・協

 力し、「年金セミナー」および「ポスターコンクール」 を実施する。

（３） 年金委員活動支援事業
 
年金委員活動を支援するため、必要な情報提供を研修会の実施等により効果的に行うとともに、地域への幅広い

   制度周知につなげるよう、年金委員の新規委嘱および年金委員制度の周知に取り組む。

（４）「ねんきん月間」「年金の日」の取り組み

毎年11月の「ねんきん月間」および11月30日の「年金の日」を活用した公的年金制度の普及・啓発活動を強化する。

 （３）

令和７年度地域年金展開事業の実施にあたり、各事業の取り組み方針を以下のとおりとしています。

１ 令和７年度の取り組み方針



（４）

令和７年度においても、市区町村、自治会、事業所、関係機関、関係団体等への制度周知やオンラインサービスの推進に

係る「ポスター掲示」や「パンフレット・リーフレットの設置・配付」等の協力を依頼するとともに、より多くの方に制度周知が行え

るよう、皆様方からご協力をいただきながら、企業、地域、教育機関等、様々な方々に制度を説明する機会をいただけるよう

働きかけていきます。

２ 地域連携事業・地域相談事業 ２ 地域連携事業・地域相談事業

（１）自治体

・自治体の広報誌への掲載依頼
・市区町村向け情報誌「かけはし」の発行
・国民年金担当職員に対する研修、打合せ
  会等の実施

（２）全国健康保険協会宮城支部

・年金セミナー等の共同開催
・適用事業所に対する社会保険事務の制

  度説明会の共同開催
・年金委員・健康保険委員表彰伝達式の 
共同開催

（３）東北厚生局
 

・基幹業務および地域年金展開事業に係る
打ち合わせ会議の実施
・年金ポスターコンクール表彰式の共同
開催

（４）宮城県社会保険労務士会    

・年金セミナー・制度説明会の共同開催
 ・各種説明会における年金制度説明会へ 
  の講師派遣

（５）宮城県社会保険協会   

     ・事業所向け広報誌「社会保険みやぎ」
 への記事掲載依頼

     ・年金ポスターコンクール表彰式の共同
開催

     ・年金セミナー・制度説明会の共同開催

（６）宮城県年金協会

    ・年金セミナー・制度説明会の共同開催
  ・各種説明会における年金制度説明会へ 

      の講師派遣

（７）宮城県商工会議所連合会および
宮城県商工会連合会

・年金セミナー・制度説明会の共同開催
 ・各種説明会における年金制度説明会へ 

の講師派遣

（８）ハローワーク  

・年金セミナー・制度説明会の共同開催
  ・各種説明会における年金制度説明会へ 
の講師派遣

     

（９）仙台国税局・税務署  

 ・年金セミナー・制度説明会の共同開催
 ・確定申告会場におけるオンラインサービ
 ス勧奨

関係機関との連携



（５）

２ 地域連携事業・地域相談事業参考 外国人の公的年金制度の適用・収納対策

令和７年度については、オンラインサービスのさらなる拡大の他、外国人への適用・収納対策についても推進するこ

ととしております。

特に近年、日本に住む外国人が増え、そうした方々が将来的に日本の年金制度にとって大きい役割を担うようにな

ることが見込まれています。制度への加入、保険料の納付や免除申請等を正しく行っていただくためには、制度を正

しくご理解いただくことが必要になるため、様々な言語や方法で案内をお届けしたり、窓口で応対できるようにすること

が課題となっております。
外国人向けリーフレット



≪具体的な取り組み事項≫

・県内の大学や高校等に対する年金セミナーの拡張

・県内教育機関への年金ポスターコンクールへの協力依頼

・地域年金推進員を活用した教育機関へのアプローチ

・関係機関と連携した年金セミナーの共同開催

（６）

公的年金制度の意義や仕組みについて理解を深めていただくことを目的として、教育委員会や高等

学校長協会等の協力を得て、県内中学校・高校・大学・専門学校等に年金制度の正しい知識や手続

き、重要性について周知します。

３ 年金セミナー事業 ３ 年金セミナー事業



≪第７回宮城県年金ポスターコンクール≫

 ・教育委員会と連携し県内全中学校に勧奨を実施

・入賞者の中学校での表彰式の開催

・参加者への記念品贈呈

・作品展開催および各主要駅におけるポスター展示

（７）

≪「わたしと年金」エッセイ≫

 ・県内全教育機関に勧奨を実施

・年金セミナー等の実施時に学生・生徒への周知

・自治体等関係機関、関係団体へ協力依頼

・報道機関へのプレスリリース

「わたしと年金」エッセイアニメーション動画のご案内

令和２年度厚生労働大臣 受賞作品

■あらすじ■

わたしは大学時代に事故で足を切断してしまったが、母親

が学生納付特例の手続きをしていたことで、障害年金を受給

することができた。

その後、市役所の年金担当として勤務するようになったわ

たしは...

■あらすじ■

わたしの父は闘病生活を送っており、仕事を続けていく

ことが困難となる。その結果、わたしの家庭は経済的に困窮

していったが、父が障害年金3級を受給したことで、兄の学費

を支払うことができた。

しかしその後父は亡くなり、わたしの家庭はより経済的に

困窮してしまうようになるが...

令和４年度厚生労働大臣 受賞作品

２ 地域連携事業・地域相談事業



（１） 年金委員への活動支援および情報提供等

・日本年金機構ＨＰ「年金委員通信」による情報提供

  ・日本年金機構公式X（旧Twitter）による情報提供

          ・年金委員を対象とした研修会および意見交換会の開催

・全国年金委員研修の開催（本部主催）

・年金委員のあっせんによる職場や地域における相談会の開催

・地域型年金委員向け広報誌「支えあい」の発行（年４回）

・職域型年金委員向け広報誌の発行（年2回）

（８）

職場や地域における年金委員活動の活性化のため、定期的な情報交換や年金

委員研修等による効果的な情報提供を行い、年金委員の活動支援および委嘱拡

大に努めます。

４ 年金委員活動支援事業 ４ 年金委員活動支援事業

 （２）  宮城県地域型年金委員連絡会および地区連絡会の開催

令和3年度より従来の地域型年金委員連絡会の組織改編を行い、宮城県に地域型年金委員

連絡会を、各年金事務所に地区連絡会を設置しました。連絡会による年金事務所と年金委員

および年金委員間の連携・情報交換の強化、委員向け研修の実施等により、年金委員活動に

必要な情報を効果的に提供することで年金委員活動の活性化を目指します。



（３） 年金委員等表彰伝達式の開催

全国健康保険協会宮城支部、宮城県社会保険協会および宮城県社会保険委員会連合

会との共同による年金委員表彰伝達式を開催し、長年にわたる年金委員活動を表彰します。

 今年度もねんきん月間の11月に開催を予定しています。

（４） 委嘱拡大に向けた取り組み

（９）

４ 年金委員活動支援事業

職域型

・職域型年金委員未設置事業所への委嘱勧奨
・事業所の社会保険加入時および制度説明会を利用した職域型年金委員制度の広報
・宮城県社会保険協会による事業所向け広報誌「社会保険みやぎ」への掲載依頼 

地域型

・社会保険適用事業所への委嘱勧奨
・日本年金機構退職者への委嘱勧奨
・年金セミナーを実施する教育機関への委嘱勧奨
・会社を退職し職域型年金委員を解嘱となる方への委嘱勧奨
・関係機関・団体への委嘱勧奨
・市区町村への自治会長、民生委員の情報提供依頼



〇主な取り組み内容

   ・各教育機関における年金セミナーおよび企業・自治体等での制度説明会の実施

 ・関係機関、関係団体等での年金制度説明会の実施

 ・公共施設、商業施設等における年金相談会の実施

 ・年金委員研修の開催

 ・年金委員表彰式の開催

 ・宮城県年金ポスターコンクール授賞式および作品展の開催

 ・県内年金事務所における年金ポスターコンクール受賞作品の掲示

 ・ねんきんネットの利用拡大に向けた広報活動

（１０）

11月の「ねんきん月間」において、公的年金制度の普及・啓発活動を実施することとして

います。また11月30日は厚生労働省において「年金の日」 と定められており、ねんきん

ネット等の普及を促進しています。

５ 「ねんきん月間」「年金の日」の取り組み
５ 「ねんきん月間」「年金の日」の取り組み

「年金の日」のポスター

「ねんきん月間」のポスター



（１１）

５ 「ねんきん月間」「年金の日」の取り組み

参考 「ねんきんネット」（個人向けオンラインサービス）の利用拡大に向けた広報活動

「ねんきんネット」でできること
年金記録の確認 月ごとの年金加入記録や保険料の納付状況を確認できます。

年金見込額の試算 将来受け取る老齢年金の見込額を様々な条件を設定して試算できます。

通知書の確認 電子版「ねんきん定期便」や年金支払いに関する通知書などの閲覧やダウンロードができます。

※ご確認いただける通知書
・電子版「ねんきん定期便」 ・年金振込通知書 ・公的年金の源泉徴収票
・年金額改定通知書 ・年金支払通知書 ・年金決定通知書 支給額変更通知書
・社会保険料（国民年金保険料）控除証明書

「マイナポータルと連携してさらに便利に」

電子データでの受け取り
社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
公的年金等の源泉徴収票
※e-Ｔaxによる確定申告等で利用できます。

オンラインでできるお手続き等

扶養親族等申告書の提出
国民年金加入の届出（退職後の厚生年金からの変更等）
国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の申請
老齢年金請求書の簡易な電子申請（一部の方から順次開始）

日本年金機構では、お客様の利便性向上のため、「個人向けオンラインサービス」の環境構築を進めており、「ねんきん
ネット」の利用拡大に注力することとしています。社会保険にご加入いただいている事業所、年金事務所に来所された方々
等に利用勧奨を行っているほか、関係機関や年金委員の皆さまにもリーフレットの設置等のご協力をいただきながら、利用
拡大に取り組んでおります。



（１２）

６ 令和６年度開催時にいただいたご意見に対する回答・取り組み
６ 令和６年度開催時にいただいたご意見に対する回答・取り組み

項番 いただいたご意見等 回答・取り組み

1 様々な取り組みを知ってもらうために、どのよ
うな手段ややり方でわかりやすく伝えられるか
課題がある。
アナログとデジタルでの広報があるが、バラン
スを取りながら上手に使い分けていく必要があ
るのではないか。

広報については、従来より、日本年金機構本部における
広域的なものと地域および年金事務所における極地的な
取り組みを併行して行っております。
日本年金機構HPおよび日本年金機構公式X（Twitter）
に加え、令和７年６月からは日本年金機構公式Facebook
を開設し、情報発信を行っております。
ご意見のとおり、より効果的な方法を見極めながら、デジ
タルとアナログを上手に使い分けた広報戦略を進めてまい
ります。

2 厚生労働省年金局が主催する学生との「年
金対話集会」を開催しており、今後電話勧奨
を行う予定である。
日本年金機構の年金セミナーも合わせて周
知しながら勧奨を考えている。
日本年金機構においても、年金セミナー勧
奨の際に対話集会の勧奨にご協力いただきた
い。

年金セミナーの勧奨につきまして感謝申し上げます。
対話集会の開催については、将来の年金制度を担う学
生への制度周知という目的が同一のものであるため、日本
年金機構においても勧奨を行っております。
令和7年11月には、年金の対話集会と年金セミナーの
共同開催を予定していますので、引き続きよろしくお願い
いたします。



（１３）

項番 いただいたご意見 回答・取り組み

3 （１） 教育機関に対して、年金セミナーへ参加
した学校や生徒の感想、セミナーの内容に
ついて情報提供してほしい。

（２） 年金セミナーで制度の意義や仕組みの説
明をしているが、もっと財政やマクロ経済スラ
イドの話を入れて年金制度はなくならないと
いう説明をしてほしい。

（３） 年金セミナーがどのようなものなのか知り
たい。

年金セミナーを受講いただいた学校に対しては、アン
ケート結果や個人ごとの感想を送付させていただいて
おります。
令和7年1月、宮城県教育庁様および宮城県高等学
校長協会様にアンケート集計結果を提供させていただ
きました。
年金セミナーを受講いただける教育機関の拡大にご
協力をお願いいたします。

4 高校生の授業で探求活動というのが大切な教
育活動としてあげられている。
年金制度についても、自ら調べ学ぶようなカリ
キュラムがあるといいのではないか。

引き続き、日本年金機構本部を通し、厚生労働省よ
り文部科学省と協議いただくよう、要望してまいります。
現在、東北管内では仙台国税局および税務署との広
報等に係る協力連携を強化しており、租税教室との共
同開催についても勧奨に取り入れて拡大に取り組んで
おります。
公的年金に限らず、税や社会保障等、中学校や高
等学校等のカリキュラムで、社会の仕組みを自ら学べ
るような教育の実現が国民一人一人が責任を担うとい
う意識の醸成にも繋がるもの考えております。

６ 令和６年度開催時にいただいたご意見に対する回答・取り組み



（１４）

項番 いただいたご意見 回答・取り組み

5 年金ポスターコンクールについて、令和5
年度の応募数実績は令和4年度より減って
しまっている。
県内でもたくさんのコンクールがある中で、
開催方法について例えば対象者を限定する
のか、ポスターに限らず書道を含めて集める
など今後開催にあたり工夫が必要ではない
か。

昨年の会議でいただいたご助言等を参考に勧奨を行っ
たこともあり、令和6年度は応募中学校数および応募数を
拡大することができました。

より魅力的な、地域に根差した取り組みとして発展させて
いけるよう努力し、開催方法等の検討を重ねてまいります
ので、引き続きご協力をお願いいたします。

6 国民年金保険料未納者に対する取り組み
が全体的にバランスが薄いと感じる。
若い世代の納付率を上げることが全体の
納付率に響いてくるため、若い世代にどういう
アプローチをしていくかが重要である。
若い世代へのアプローチとして、デジタルで
どれだけ普及させるかという方法を厚めにし
ていくと納付率の向上に繋がるのではないか。

国民年金保険料の収納対策においては、「新規」「長期」
等の対象に応じた納付督励や強制徴収等の対応を行っ
ており、「若年層」への対応については、本人のみならず、
２０歳到達前に連帯納付義務者である世帯主にもお知ら
せを送付する対応を行っております。
また、２０歳到達者向けの国民年金制度の概要や納付
することのメリット、納付方法の手続き、学生納付特例制度
等を分かりやすく周知するための動画をSNSで発信する等、
制度や納付義務等をご本人に認識いただける確率を上げ
ることを念頭に、方法の検討と効果の検証を重ねながら取
り組んでまいります。

６ 令和６年度開催時にいただいたご意見に対する回答・取り組み
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項番 いただいたご意見 回答・取り組み

７ 若者へ向けて、年金制度に対する不信や
漠然とした不安、将来への不安に対してど
のような情報を提供するかが大事だと思う。
テレビや新聞のようなマスメディアを活用し、
それらが無視できないようなネタを提供でき
る施策を考えてほしい。

国民年金保険料の未加入者、未納者へ
の対策において、それぞれのターゲットの中
に何を届けていくのかということを考えて施
策を打っていくことが大切であり、デジタルの
部分でどれだけ普及させていくかが加入率
と納付率の向上に繋がるのではないか。
また、施策について報道機関を利用する
のであれば、「潜在的な社会問題がある」と
いうニュースとして価値のあるものを提示す
ることが大事である。

年金制度に対してネガティブな意見を持っている若年
層が存在しているという事実については、教育機関におけ
る年金セミナーにおいて実施しているアンケート結果から
も年金事務所が現場レベルで感じております。
ただし、年金セミナーを受講いただいた方々のほとんど
が、正しく年金制度を理解することでイメージが改善する
ことも確認しています。
年金事務所ではこのような取り組みを継続しつつ、日本
年金機構全体では、デジタルを含めたより多くの方に漏れ
なく周知できる効果的な制度周知方法の検討を重ねな
がら展開していくこととしております。
目的は、年金制度を国民の皆様に正しくご理解いただ
き、安心・信頼していただける年金制度を運営していくこと
です。
このために報道という手法で制度周知にご協力いただく
ことは効果的で大変ありがたいことだと考えますので、いた
だいたご助言についても重要なものとして本部へ進言させ
ていただいております。

８ 令和6年10月からの適用拡大について、
どういった周知をしていくかポイントである。
10月より早い時期からどれだけ制度周知
できるか、今の取り組みと合わせて今年度
の中でもより力を入れてほしい。

適用拡大に係る周知につきましては、HP等による広報
や対象事業所へのお知らせだけではなく、制度改正の施
行前に、新たに対象となる可能性がある対象事業所に対
し、年金事務所職員による訪問等による事前説明やヒア
リングによる確認等を実施しました。
安定かつ公平な制度運営を行えるよう、広報ときめ細
やかな対応を可能な限り行ってまいります。

６ 令和６年度開催時にいただいたご意見に対する回答・取り組み


